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令和５年度の実施方針と対象工事

１．建設業の働き方改革に向けた取組
① 施工時期等の平準化に向けた取組
「任意着手制度」の試行 ※継続

対象工事：一部の陸上工事（ブロック等製作）、一部の海上工事

② 現場における休日確保に向けた取組
「休日確保方針提案型」の試行 ※継続

対象工事：全工事
「工程提示型」の試行 ※継続

対象工事：全工事
「荒天リスク精算型」の試行 ※継続

対象工事：作業船を使用した海上工事

③ 生産性向上に向けた取組
「工事書類簡素化」の試行 ※継続
対象工事：全工事

「漁港・漁場の建設現場の遠隔臨場」の試行 ※新規

対象工事：原則として陸上工事（通信環境が確保出来る場合は海上工事も対象）

２．現場における熱中症対策に資する取組
熱中症対策に資する現場管理費補正の試行(事前計上) ※継続

対象工事：全工事（但し、工期が夏期間（5月～10月）にかかるもの）

３．円滑な工事実施及び適切な設計変更に向けた取組
「施工条件等確認調整会議」の試行 ※新規

対象工事：全工事
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適切な工期の設定、工事開始前に労働者確保等の準備を行うための余裕期間※を設定し、
施工時期等の平準化を図る。

・発注者が余裕期間を設定し、その期間内に受注者が自らの判断により工事開始日を決め、工事開始日から工期末日
までに完成させる。

・余裕期間は、建設資材や労働力確保等のための準備調整を行うことができる。
・余裕期間は、監理技術者等の配置は不要とし、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等を行ってはならない。

※「余裕期間」：契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間
である。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことができる。
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１．建設業の働き方改革に向けた取組
①施工時期等の平準化に向けた取組

「任意着手制度」の試行

継 続



１．概要
入札契約時に休日確保の方針（休日取得タイプ）について記載した休日確保計画の提出を求め、休日確保を義

務づけることで、受注者が技術者等の休日確保に取り組む。

【休日取得タイプ】
①完全週休２日・・土日・祝日など、カレンダーの休日どおりに確実に閉所する。
②週休２日・・・・土日・祝日などの休日の閉所を基本としつつ、やむを得ず休日に工事をした場合でも、

１週間以内に適切な代休日を設定し閉所する。
③４週８休・・・・土日・祝日などの休日の閉所を基本としつつ、やむを得ず休日に工事をした場合でも、

４週間以内にトータル８日間以上の休日を設定し閉所する。
※休日には、荒天によって現場に入れない日などは含まない

２．予定価格の設定（４週８休以上）
予定価格においては、労務費等に、以下の補正係数を乗じた補正を行う。

・労務単価の補正係数 ： １．０５
・機械経費（賃料） ： １．０４
・共通仮設費率 ： １．０２
・現場管理費率 ： １．０３

※契約図書に明記

３．履行義務
休日確保計画を履行できない場合は請負工事成績評定点について３点減点する。
また、請負代金額のうち労務単価の補正分を減額して契約変更を行う。
※契約図書に明記

４

１．建設業の働き方改革に向けた取組
②現場における休日確保に向けた取組

「休日確保方針提案型」の試行

継 続



１．概要
「新・担い手三法」では、発注者の責務として適切な工期を設定する事が規定されていることから、契約後、
施工会議等において、発注者が想定している工程表を提示し、受発注者間の確認・調整の機会を設けることで、
適切な休日確保を促す取り組み。

２．内容
○契約後、施工会議等において発注者が想定する工程の提示を行う。（海上工事は供用係数も提示）
○提示する工程表は、全体工期を、計画準備、各工種及び後片付け等について、バーチャートで示す。
○受発注者間の確認・調整により、休日確保が可能となる適正な工期を確保する。

５

１．建設業の働き方改革に向けた取組
②現場における休日確保に向けた取組

「工程提示型」の試行

（イメージ）

計画準備
○○工
○○工
後片付け
・
・

供用係数 ○.○○

標準工程表

提示

施工条件等確認調整会議
（発注者、元受け）

３者連絡会（発注者、元受け、下受け）

３者会議（発注者、元受け、設計者）

継 続



１．概要

６

１．建設業の働き方改革に向けた取組
②現場における休日確保に向けた取組

「荒天リスク精算型」の試行

継 続

××

××××× ×××

実績供用日数

運転日数×供用係数＝設計供用係数

当初の予定

実績

※休日の取得状況や実
際の荒天日を考慮し工
期延伸や精算を行う

運転日 休日(土日など) ×
休止日
(荒天等による不稼働日)

（イメージ）

２．対象工事
作業船を使用した海上工事を対象として、積極的に実施。

発注者が荒天リスクの精算と工程変更に対応することで、無理な工期短縮に走ることを抑制し、適切な休日
確保を促す取り組み。

具体的には、作業船を使用する海上工事を対象として、施工実績（運転日数・休止日数）により実績供用係
数を算出し、それが当初設計の供用係数との乖離が見られる場合、工期末までに実績供用係数を用いて契約変
更を行う。また、必要に応じて工期延伸も行う。



７

○ 工事書類について、提出対象書類の見直しや電子化など工事書類の簡素化によ
り、発注者の監督・検査及び受注者の業務の合理化を図る。

○ 電子化した工事書類の提出については工事情報共有システム（ASP）を活用する
ことで、迅速かつ正確な情報共有及び協議等の進行管理を行い、受発注者の業
務効率化を図る

１．建設業の働き方改革に向けた取組
③生産性向上に向けた取組

「工事書類簡素化」の試行

継 続



１．目的

漁港・漁場工事の建設現場において「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場
を適用して、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理すること目的とす
る。

２．対象工事
工事：原則として陸上工事を対象とする（通信環境が確保出来る場合は海上工事も対象とする）

３．試行内容
「施行状況検査」、「材料検査」、「立会」についてWEB会議システム等を使用して遠隔臨場を行うもの。
①監督職員が直接WEB会議システム等を利用しながら確認する。
②発注者支援業務の現場技術員が確認する場合は、現場技術員が使用するPC等にて遠隔臨場の映像を画面キャプ

チャ等で記録し、工事情報共有システム（ASP）等で監督職員に提出する。

４．費用計上
【受注者希望型の場合】

遠隔臨場を実施するにあたり必要とする費用（WEBカメラ、WEBシステム等）については、技術管理費に含む。
【発注者指定型の場合】

遠隔臨場を実施するにあたり必要とする費用（WEBカメラ、WEBシステム等）については、必要額を技術管理費
に積み上げ計上する。なお、費用は当初計上しないため、監督職員との協議により設計変更の対象とする。

１．建設業の働き方改革に向けた取組
③生産性向上に向けた取組

８

「漁港・漁場の建設現場の遠隔臨場」の試行

新 規



１．概要

工事現場の安全(熱中症)対策に係る費用とし、予め発注時点で気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正
を計上する。

２．対象工事・対象地域
工事：主たる工種が屋外作業である工事

※工場製作工を含む工事は工期から当該期間を除く
地域：全ての地域

２．現場における熱中症対策に資する取組

３．補正方法
補正率（%）＝ 真夏日率※ × 補正係数（1.2） ※真夏日率 ＝ 工事期間の真夏日 ÷ 工期

・真夏日：最寄りの気象庁の観測地点における直近過去３ヶ年の日最高気温が２８度以上の、
５月から１０月までの各月毎の平均値（小数３位四捨五入）。
対象期間が１５日／月以上あれば、平均値の1/2（小数３位四捨五入）を計上。
公告時点の開札日から２５日間、工期末１０日間は除く。

・工 期：工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の期間の合計。
公告時点の開札日から１１日目を工期開始日とし、工期末日は特記仕様書による。なお、年末年始６日間、工場製作の
み実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
なお、工期の変更に基づく変更は変更工期に合わせて上記の発注時点の計上方法にて行う

・注意点：事前計上を実施した場合は、真夏日の実績に基づく精算変更は行わない。
検査時期の前倒しや工事製作期間の変更など、当初発注時と期間が異なる場合については、受発注者間で協議を行い
工期及び真夏日の期間変更を行うことができるものとする。
施工時期、工事期間等による補正（寒冷地補正、緊急工事）との重複もあわせて補正率は２％を上限とする。
直近過去３ヶ年は、公告日の暦年前３ヶ年とする。 ８

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行（事前計上）

継 続



１．目的

円滑な工事の実施及び品質の確保を図ることを目的として、発注者及び受注者双方の責任者も参加し、施工に
おける条件、工事工程の確認及び調整、施工計画の確認及び設計変更に関する確認・調整及び決定等を行う場と
して開催。

２．対象工事
工事：全工事

３．開催時期
受注者が設計図書の照査を完了した工事着手前を基本とするが、必要に応じて受発注者双方の要請により複数

回開催することが出来る。

４．会議のメンバー
【発注者】 整備課長（工事実施部署の管理職以上）、上席漁港漁場専門官、整備課整備班担当課長補佐（工事実施担

当）、漁政課経理班担当課長補佐）契約担当、工事監督職員 （整備課長については代理出席も可能）

【受注者】 受注者の代表等、現場代理人、管理技術者、主任技術者（代表等については代理出席又は現場代理人による代行も可能）

５．会議の内容
①設計図書に明示された条件について確認・調整が必要な場合は発注者が説明・補足を行う。

②工程提示の内容についての確認・調整を行い、その結果により工程変更の必要が生じた場合は受発注者間で調整を行
う。

③受注者から施工計画等により施工計画の説明を行う。

④発注者から契約変更事務ガイドラインの内容を説明。設計変更自称が生じた場合は契約変更事務ガイドラインを活用し
ながら、設計変更にかかる課題の解決、設計変更の妥当性等について確認・調整を行う。

３．円滑な工事実施及び適切な設計変更に向けた取組

８

「施工条件等確認調整会議」の試行

新 規


